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そこで、小牧市（以下、「本市」という。）の自転車に関する課題の解決を目的として「小牧市自

転車ネットワーク計画」（以下、「本計画」という。）を策定し、今後の方針と施策を示します。

小牧市自転車ネットワーク計画 概要版

本計画では以下の基本理念と基本方針を設定し、本市の自転車に関する課題に取り組みます。

自転車は、日常生活の様々な場

面で利用される身近な交通手段で

あるほか、健康増進や観光振興、

環境負荷の低減において有用な交

通手段であり、自転車利用者の増

加が期待されます。その一方で、

自転車関連事故が依然として発生

しており、安全で快適な自転車利

用環境の創出が求められています。

図1 計画の位置づけ

図2 交通事故発生状況の経年変化
出典：警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」

本市の自転車利用に関する現状分析に基づく問題点と課題を以下に示します。

第１章 計画の概要

第２章 自転車を取り巻く現状と課題

第３章 基本理念・基本方針および目標

第４章 自転車ネットワークの構築

計画の対象区域 小牧市全域

計画の期間 令和7年度～令和16年度の10年間

計画策定の背景と目的

問題点1．自転車関連事故が減少していない 問題点2．自転車利用環境に対する満足度が低い

図3 今後より充実を図るべき取組の回答数
出典：小牧市「今後のまちづくりに向けた市民意向調査報告書」

ほぼ横ばいで推移

問題点3．自転車利用の需要に合った自転車通行空間が十分でない

自
転
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備
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課題1

自転車関連事故減少に
向けた対応

安全性と利便性の高い自転車利用環境の創出基本理念

基本方針1 誰もが安全に移動できる自転車通行空間の整備

基本方針2 誰もが便利に移動できる自転車ネットワークの構築

本計画の基本理念および基本方針を実現するため、以下の4項目を目標に設定するとともに、その

達成に向けた取組内容を示します。

自転車の走行位置と進行方向を
明示する路面表示等の設置目標2 自転車利用者の交通ルールの遵守

交通結節点や都市機能施設への
アクセス路線への通行空間整備目標3 自転車利用におけるアクセス性の向上

取組内容

自転車ネットワーク路線の選定

07. 既に自転車通行空間が

整備されている区間

08. 道路整備に関連する区間

09. 隣接自治体の自転車ネットワークとの

10. 連続性を確保する区間

10. 要件1～9に該当する区間の

11. 連続性を確保する区間

自転車通行空間を効果的かつ効率的に整備するため、本市における地域の実情を踏まえた選定要

件を満たす区間を抽出し、連続的な自転車ネットワーク路線を構築します。

本計画では「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」（以下、「ガイドライン」とい

う。）に基づき、以下の11項目を自転車ネットワーク路線の選定要件に設定します。

要件1～6については、自転車利用者をはじめとする道路利用者全体の安全性向上に寄与する役割

を担い、それぞれを組み合わせることで自転車通行空間整備の効果が高まると考えられることから、

いずれか2項目以上に該当する区間を自転車ネットワーク路線の対象とします。

要件7～10については、道路整備等の他の事業と併せて自転車通行空間を整備するため、いずれか

1項目に該当する区間を自転車ネットワーク路線の対象とします。

1. 交通結節点へのアクセス区間

2. 都市機能施設へのアクセス区間

3. 自転車関連事故が多い区間

4. 歩行者と自転車の分離が望まれる区間

5. 自転車通学が見込まれる区間

6. 上位・関連計画において

6. 自転車通行空間の整備が検討されている区間

表1 自転車ネットワーク路線の選定要件
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1

目標1 自転車関連事故発生件数の減少
自転車関連事故が特に多い
路線への通行空間整備

本市では令和5年度末現在、尾張広域緑道や桃花台ニュータウン周辺、河川沿線に自転車通行空間が

28.7km整備されていますが、自転車利用が多いと想定される路線での整備は遅れています。

基本方針3 誰もが利用したくなる自転車ネットワークの構築

シェアサイクルの導入の検討目標4 地域特性を活かした自転車利用促進

課題2

自転車利用実態に対応した
ネットワークの構築

課題3

自転車の利用促進に
向けた対応



※今後の詳細な検討により、変更となる場合があります。
※本計画策定前から既に道路整備を進めている箇所も含まれるため、整備時期等は未定です。なお、今後10年で優先的に整備を推進する区間（市道）は、第5章で記載しております。

図4 自転車ネットワーク路線の選定結果

表2 自転車ネットワーク路線延長の内訳

小牧市自転車ネットワーク計画 概要版 O I

2

整備状況 区間種別 区間延長 [km]
国道（県管理） 5.7

県道 14.2
市道 39.6
小計 59.5

28.7
88.2

未整備区間

整備済区間
合計



本市では自転車通行空間の整備と併せ、自転車利用者への交通ルールの周知と啓発を実施します。

本計画の目標に設定した自転車利用者の交通ルールの遵守に向け、自転車の走行位置と進行方向を

明示する路面表示や、注意喚起のための案内表示の設置を推進します。また、自転車を利用する機

会の創出や地域活性化に寄与する交通手段として、シェアサイクルの導入を検討します。

本市が主体となって自転車通行空間整備を推進する路線における整備形態は、ガイドラインに基

づき、以下の手順に沿って選定します。

路線ごとの交通状況と道路構造を基に、将来的に整備が可能な自転車通行空間の種類を整備形態

として選定します。

※今後の詳細な検討により、変更となる場合があります。

自転車ネットワーク路線の未整備区間における自転車通行空間整備にあたり、ガイドラインに基

づき、路線ごとの現地状況に応じた整備形態を以下の3種類から選定します。

自転車通行空間の整備形態

第５章 自転車通行空間整備の推進

表3 自転車通行空間の整備形態

整備形態の選定における基本的な考え方

図5 整備形態の選定フロー

自転車利用環境創出に関する施策の推進

（愛知県名古屋市） （東京都武蔵野市） （東京都小平市）
写真1 自転車利用者の交通ルールの遵守を目的とした案内表示例
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整備形態

路線ごとの交通状況と幅員構成に基づく整備形態
①自動車の速度
②現況幅員または計画幅員で確保できる幅員

自転車ネットワーク路線の未整備区間（市道）

自転車道
①50km/h超かつ②1.5m以上

車道混在
②1.0m未満

自転車専用通行帯
・①50km/h超かつ②1.0m以上1.5m未満
・①50km/h以下かつ②1.0m以上

（愛知県名古屋市） （東京都新宿区）
写真2 シェアサイクルの導入事例
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事業者

自転車通行空間整備

・自転車通行空間整備
・自転車利用に関する
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シェアサイクルの導入
自転車利用に関する
交通ルールの周知と啓発
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1. 自転車通行空間の整備延長

2. 自転車関連事故発生件数

3. 自転車利用環境に対する
 「満足」「やや満足」の割合

評価スケジュール
評価指標

毎年度計測

毎年度集計

中間評価までのアンケート実施
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価

最
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自転車通行空間整備前後での変化を定量的に評価するため、本市において従前値がある以下の3項

目を評価指標に設定します。

中間年次である令和12年度には、ガイドラインや上位・関連計画の改定、社会情勢や自転車利用

状況の動向を把握しながら、計画の内容を見直します。目標年次である令和16年度には、各施策の

効果を検証し、本計画期間満了後の方針の策定に役立てます。

自転車通行空間整備等の推進にあ

たり、本計画で設定した目標の達成度

を評価することで、各施策の効果を検

証します。

本計画ではPDCAサイクルの考え方

に基づき、各施策の着実な推進と計画

内容の継続的かつ定期的な見直しを実

施します。

自転車ネットワーク路線のうち、本市で整備する未整備区間を対象として、本計画期間10年間に

おいて整備を推進する区間を抽出し、連続的な優先整備区間を選定します。区間ごとの具体的な整

備時期については、調査・設計や関係機関協議、地域住民との調整を経て確定します。

本計画では安全性向上の観点から早期に整備が望まれる、もしくは、道路整備等の他の事業の観

点から早期に整備が可能な区間を優先整備区間に位置づけ、以下の4項目を選定要件に設定します。

第５章 自転車通行空間整備の推進 第６章 計画の推進体制

4

優先整備区間の選定

図6 優先整備区間の選定結果 図8 計画の実施主体

表4 優先整備区間の選定要件
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優先整備区間（市道）
延長約11.5km

表5 各評価指標の評価スケジュール

図7 PDCAサイクルに基づく計画の展開イメージ

計画の評価に関する方針

施策の評価指標

計画の実施主体

本計画の推進にあたり、本市が中

心となって多様な主体と連携しながら、

各施策を一体的に実施していきます。

優先整備区間の選定要件 該当区間（具体例）
＜早期に整備が望まれる区間＞
Ⅰ．自転車の安全性向上が望まれる区間

収容能力500台以上の市営駐輪場
（田県神社前駅、小牧駅北）へのアクセス区間

＜早期に整備が望まれる区間＞
Ⅱ．歩行者と自転車の分離が望まれる区間

単位延長あたりの
自転車関連事故発生件数［件／km］(H31-R5)が、
自転車関連事故が発生した区間の上位3分の1に含まれ、
かつ通学路利用者が多いと想定される区間
（（都）犬山公園小牧線の一部区間他）

＜早期に整備が可能な区間＞
Ⅲ．本計画期間内に
Ⅲ．道路整備を予定している区間

道路整備予定区間 (R7-R16)
（（都）犬山春日井線（小牧本庄土地区画整理区域内）、
　（都）江南池之内線 (R3-R9)他）

＜連続性を確保する区間＞
Ⅳ．要件Ⅰ～Ⅲに該当する区間の
Ⅳ．連続性を確保する区間

※今後の詳細な検討により、変更となる場合があります。


